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i 水道メーターの取り替え

i アメリカシロヒトリを
駆除しましょう

内 	茅野市温泉施設農産物直売所連絡協

議会が運営する 「望岳の湯直売所」 の

営業を予定しています。この直売所は

トマト、ナス、きゅうり、キャベツ、トウ

モロコシなどを販売しています。

時 	7月3日㈯～11月27日㈯

毎週水曜日、土曜日

9時～11時30分

※	「縄文の湯直売所」 は出品者減少により

今年も営業いたしません。

問 	農林課　農業支援センター

☎72-2101（内線404）

時 	販売期間：7月13日㈫～8月13日㈮

抽せん日：8月25日㈬

所 	宝くじ売り場にて販売

￥ 	証票単価：300円

※	宝くじの収益金は、長野県の販売実績に

より配分され、市町村の明るく住みよい

まちづくりに使われますので、長野県内

の宝くじ売場でお買い求めください。

問 	長野県市町村振興協会

☎(026)234-3611

内 	市の水道をお使いの場所に設置されて

いる使用水量計測メーターは、法令に

より検定から有効期間内（8年）に取り

替えを行うことになっています。

令和3年度に有効期間が切れるメー

ターは、水道課の委託を受けた業者が

取り替えに伺いますのでご協力をお願

いします。

※	次の点にご注意ください。

●	取り替えの対象者には、事前にはがきで

通知します。

●	取り壊しにより建物が存在せず、水道を

使用していない場合には、取り替えを行

わないことがあります。

●	この取り替えに関するお客様の費用負担

は一切ありません。

●	水道課や業者の名をかたり、費用を請求

するなどの悪質な行為にはくれぐれもご

注意ください。

問 	水道課　給水維持係

☎72-2101（内線665）

内 	毎年、アメリカシロヒトリが多く発生し

ています。被害の拡大を防ぐには、早

期の発見と駆除が大切です。各家庭な

どで発生したアメリカシロヒトリの駆除

にご協力ください。

※防除、駆除は樹木の所有者の責任で

あり、市では市有地以外での駆除は行っ

ていません。個人で駆除していただくか、

直接専門業者にご依頼ください。

◇アメリカシロヒトリとは…

外来種の蛾（ガ）の一種です。毒はあり

ませんが、繁殖力が非常に強く、幼虫は

集団で植物を食い荒らしてしまいます。

幼虫の発生時期は7～8月と9～10月

（気候によって変動）の年2回です。

◇早期発見で簡単駆除

卵からかえったばかりの幼虫は、白い

網状の巣を作り群生しているので容易

に発見できます。できればその時期に

高枝切りバサミなどで巣網ごと枝葉を

切り取り、幼虫を踏みつぶすか、ごみ袋

に入れて燃えるごみとして出してくだ

さい。この段階では薬剤を散布しても

薬剤が直接幼虫にかからないため、あ

まり効果がありません。

◇薬剤散布による駆除

巣網から分散してしまうと1匹ずつ駆

除するのは大変なので、薬剤散布で駆

除するしかありません。最寄りの販売店

にご相談ください。散布にあたっては、

使用説明書等をよく読み、隣接する住

民等への事前周知を行ったうえで、薬

剤の飛散防止に注意しながら実施して

ください。

◇自分で駆除できない場合は…

消毒・造園・害虫駆除などの業者に直

接ご相談ください。

問 	環境課　公害衛生係

☎72-2101（内線264、265）

時：日時 所：場所 内：内容 講：講師 対：対象 定：定員 ￥：料金 持：持ち物 申：申込方法 問：問い合わせ

広
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Information

お知らせ

i 温泉施設農産物直売所
営業期間

i サマージャンボ宝くじの発売

▲水道メーター（一部）

▲望岳の湯直売所の様子
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要点のみを掲載しています。

詳しい内容は、各担当課・各施設・ホームページなどでご確認ください。

●医療・福祉…P24 ●イベント・講座…P24

●募集…P24 ●お知らせ…P25

Event＆Lectures

イベント・講座

Medical＆Welfare

医療・福祉
Wanted

募　集

i BC型肝炎検査

i 市営温泉施設の祝日営業

i 茅野市空き家なんでも相談会・
ミニセミナー

i 茅野市そば生産者協議会
栽培指導会

i 茅野市行財政審議会
委員募集

内 	BC型肝炎検査を5月6日㈭～11月

30日㈫まで実施しています。なお、浅

川クリニック内科循環器内科は、5月6

日㈭～9月17日㈮までの実施となり

ます。早めに受診をしましょう。

申 	健康づくり推進課へ電話申込後、各病

院へ電話予約をしてください。

詳細は対象の方へ送付する案内通知を

ご覧ください。

問  健康づくり推進課（健康管理センター内）

☎82-0105

内 	河原の湯・縄文の湯（木曜定休）は７

月22日㈭海の日も休まず営業します。

望岳の湯（金曜定休）は７月23日㈮ス

ポーツの日も休まず営業します。

問 	河原の湯　☎７９-６１６２

縄文の湯　☎７１-６０８０

望岳の湯　☎８２-８８３３

時 	7月15日㈭

ミニセミナー　13時30分～

個別相談会	14時～16時（1組30分）

所 	茅野市役所　議会棟1階大会議室

内 	「空き家のことが気になっているが、何

から手を付けてよいかわからない」「い

きなり不動産会社に行っていいものかど

うか」 といった方のために、気軽に相談

できる無料相談会を茅野市役所で開催

します。また、空き家についての知識を

深めていただけるよう、毎回専門家によ

るミニセミナーをシリーズで開催します。

ミニセミナーはどなたでも参加いただ

けます。

個別相談会は予約制です。お申し込み

時に空き家物件情報（住所等）や相談

内容をあらかじめ確認させていただき

ます。

申 	7月1日㈭までにお申し込みください。

ミニセミナーは申込不要です。

問 	都市計画課　住宅係

☎72-2101（内線538）

時 	7月6日㈫　①13時～　②14時～

所 	①ＪＡ信州諏訪茅野市北部集荷所

②ＪＡ信州諏訪玉宮集荷所

内  ＪＡ信州諏訪と共催のそば栽培指導会

￥ 	無料

申 	申込不要

問 	農林課　農業支援センター

☎72-2101（内線404）

内 	人口減少・少子高齢化社会などによる

社会情勢の変化に対応し、質の高い行

財政サービスの提供を行うために茅野

市行政経営基本計画を策定しました。

この計画の進行管理を行う 「茅野市行

財政審議会」 について、市民の意見を

より多く反映するために、公募委員を

募集します。

●任期は2年間

●報酬は市の規定によりお支払いします。

対 	満20歳以上の市内在住の方

定 	募集は若干名

申 	6月16日㈬～7月6日㈫に応募用紙

へ必要事項を記入し、郵送、メールま

たはFAXで企画課までご提出くださ

い。応募用紙は市ホームページからダ

ウンロードしてください。希望の方には

送付します。

※	会議は、原則として公開するほか、会議

録を市ホームページ等に公開します。

問 	企画課　行革・デジタル係

☎72-2101（内線155）　FAX82-0236

E-mail　kikaku@city.chino.lg.jp

広
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内 	市広報紙 「広報ちの」 に有料の広告記

事掲載スペースを設けています。現在、

広告主を募集していますのでご活用く

ださい。

	 【裏表紙A枠の掲載料】

	 50,000円（広報ちの1号あたり）

	 【裏表紙B枠の掲載料】

	 20,000円（広報ちの1号あたり）

	 【中面C枠の場合】

	 15,000円（広報ちの1号あたり）

※	広告掲載の条件や必要書類については

ホームページでご確認ください。

問 	地域創生課　広報係

	 ☎72-2101（内線235）

内 	市ホームページに有料のバナー広告を

設けています。

	 広告主を募集していますのでご活用く

ださい。

	 【トップページ】

	 5,000円（月額）

	 【その他ページ】

	 3,000円（月額）

※	広告掲載の条件や必要書類については

ホームページでご確認ください。

問 	地域創生課　広報係

	 ☎72-2101（内線235）

時：日時 所：場所 内：内容 講：講師 対：対象 定：定員 ￥：料金 持：持ち物 申：申込方法 問：問い合わせ

i 広報ちの広告募集中 i ホームページバナー広告
募集

★茅野市子育て世帯住宅新築補助金 市内業者による建築 上限100万円
市外業者による建築 上限50万円

宅地内に上水道止水栓・下水道汚水桝・雨水排水桝完備
市役所が嘱託登記しますので、登記代理申請手数料が不要です
不動産仲介手数料も不要です ※登録免許税はかかります

★茅野市分譲住宅地紹介謝礼金制度

平均販売区画面積  145坪　平均販売価格 545.2万円

グリーンヒルズヴィレッジ

八ヶ岳ブルーの空の下、緑豊かなさわやかな蓼科の地で、

理想の暮らしを手に入れませんか？

茅野市 （都市計画課 住宅団地販売担当）  TEL.0266-72-2101売　主 （代）
お問合せ先 茅野・原 宅地建物取引業協会  TEL.0266-72-5840

茅野市 グリーンヒルズ
           で 検 索

様々なメリットがあります！

新価格
2018年3月より

好評販売中!
Price Down大幅

広報ちの　2019.5月号より　広告

内  ゆずります

	 黒猫型の円型テーブル（コタツ兼用）/

	 ハギレ生地セット/漬物石/

	 漬物プラスチックダル/ろうけつ染器/

	 トンボハーモニカ

	 ゆずってください

	 タバコのパイプ/五月人形（小）/

	 日本人形（小）/木製化粧箱/

	 パーテーション/反物/

	 日本人形（大、芸者さんか舞妓さん）/

	 電気オーブン/顕微鏡/三面鏡

※	最新の情報はエコタウンちののホーム

ページをご覧ください。

※すでに交渉が成立している場合がありま

す。ご了承ください。

問 	茅野環境館　☎82-0040

ゆずりあおう
～不用品を活用し	

　　あいましょう～

茅野市運動公園プールは

今年の営業を休止します

茅野市運動公園プールは新型コロナウ

イルス感染症の感染拡大防止のため、

今年の営業を休止することにしました。

ご来場を楽しみにされていた皆さんには

申し訳ございませんが、ご理解ください。

問　スポーツ健康課　☎72-8399

小泉山体験の森

夏の植物観察会
＆

オオムラサキ観察会

常勝院→中沢口→小泉山山頂→オオムラ

サキ保護施設→上古田口→常勝院とまわ

りながら、夏の植物と羽化したオオムラサ

キを間近で観察します。

問　生涯学習課生涯学習係

　　 ☎72-2101（内線635）

9:00〜13:00
常勝院集合
（玉川中沢）

7/10㈯
雨天中止

27

情報ネットワーク

内 	市内の森林整備計画区域内の立木の

伐採を行うときは、森林法の定めによ

り 「伐採及び伐採後の造林の届出書」

の提出が必要です。

○伐採届

森林や立木の伐採をする場合は、事前

の届出が必要です。伐採届の提出は、

伐採を行う90日前から30日前までに

必要となりますので、早めの手続きを

お願いします。

また、災害等に際し、緊急に伐採する

場合は、事後の届出が必要となります。

判断が難しい場合はお問い合わせくだ

さい。

○別荘分譲地内での立木の伐採

別荘分譲地内での立木の伐採について

は、管理事務所への申請が必要となる

場合があります。伐採前に各管理事務

所へ確認してください。

申 	茅野市役所5階農林課林務係窓口また

は、茅野市ホームページに様式があり

ます。必要書類を添付の上、担当へご

提出ください。

※	伐採予定地が森林整備計画区域に含ま

れているかの確認は、担当へお問い合わ

せください。

問 	農林課　林務係

☎72-2101（内線405）

内 	ツキノワグマが冬眠から目覚める春先

や餌が少ない夏場に遭遇することが多

くなります。ツキノワグマを見かけたと

きは、落ち着いて行動してください。

朝夕の行動は避け、山や林道を歩くと

きは、笛、ラジオ、鈴などを携帯してく

ださい。

詳細な対処方法は、市ホームページを

ご確認ください。

問 	鳥獣被害対策室　鳥獣被害対策係

☎72-2101（内線408）

時 	７月２２日㈭～３１日㈯

内 	交通事故防止上のポイント

・横断歩道や交差点の近くでは減速し、

横断者がいたら必ず止まりましょう。

・夜間は、ハイビームとロービームをこ

まめに切り替えましょう。

・歩行者は、夜間外出する際、夜光反射

材等を使用してドライバーに自分の存

在をアピールしましょう。

問 	建設課　交通安全係

☎72-2101（内線５１２）

内 	公共の電波を正しく使用するために、

電波法というルールがあります。

しかし、ルールを守らない 「不法無線

局」 から発射される電波によるテレビ・

ラジオの受信障害や消防・救急や航空

など重要な無線通信への混信・妨害は

後を絶ちません。

また、インターネット取引などにより、使

用できない外国規格の違法な無線機器が

流通しています。技術基準適合証明のマー

ク（技適マーク）がついていない無線機器

は使用できません。また、技適マークがつ

いていても免許を要する無線設備も存在

します。これらは比較的容易に入手できる

ため、法令違反の認識がないまま使用し、

混信妨害の原因者となるケースが増えて

います。私たちの財産である電波の良好

な利用環境を守るため、「不法無線局」 を

なくし、電波を正しく使いましょう。

問 	信州総合通信局

不法無線局に関すること

監視調査課　☎026-234-9976

テレビ・ラジオなど放送の受信障害

受信障害対策官　☎026-234-9991

内 	ニホンザルを見かけたら、石を投げる、

大きな音や声を出すなど、追い払いの

ご協力をお願いします。追い払い後、

担当課へご連絡をお願いします。

なお、威嚇してきた場合は、背を向け

ずに安全な場所まで移動してください。

詳しい対処法などは、市ホームページ

をご覧ください。

問 	鳥獣被害対策室　鳥獣被害対策係

☎72-2101（内線408）
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Information

お知らせ

i 立木の伐採の際は
届け出をしてください

i ツキノワグマに注意！i 夏の交通安全やまびこ運動

i 守ろう！電波のルール

i ニホンザルを見かけたら
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